
 

 平成２９年 

 第４回市議会定例会  議案第８号 

   函館市道路占用料徴収条例の一部改正について  

 函館市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  平成２９年１２月１日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例  

 函館市道路占用料徴収条例（昭和４５年函館市条例第２６号）の一部 

を次のように改正する。  

 別表中「４３０」を「４４０」に，「６６０」を「６８０」に，「  

９００」を「９２０」に，「３９０」を「４００」に，「６２０」を「  

６３０」に，「８５０」を「８７０」に，「３９」を「４０」に，「 

３８０」を「３９０」に，「２３０」を「２４０」に，「７７０」を「 

７ ９ ０ 」 に ， 「 ３ ２ ０ 」 を 「 ３ ３ ０ 」 に ， 「 １ ， ９ ０ ０ 」 を 「 

１，７００」に，「１６」を「１７」に，「２３」を「２４」に，「 35」 

を「３６」に，「４６」を「４７」に，「７０」を「７１」に，「９３」 

を「９５」に，「１６０」を「１７０」に，「４６０」を「４７０」に， 

「０．００４」を「０．００５」に，「０．００７」を「０．００８」  

に，「０．００８」を「０．０１」に，「９３０」を「８７０」に，「  

５６０」を「５２０」に，「１９」を「１７」に，「１９０」を「 170」 

に，「０．０２８」を「０．０３４」に，「７７」を「７９」に，  

「  

 

 

 

 

 

 

  
政令第 
７条第 
８号に 
掲げる 
施設  

  
トンネルの上また 
は高架の道路の路 
面下に設けるもの   

 
  
Ａに０．０１６を乗じて 
得た額  

  
上空に設けるもの  

  
Ａに０．０２を乗じて得 
た額   

 
」 

を 



 

「  

 

 

 

 

 

 

 
                  

「              「  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

「  

 

 

 

 

 

  
政令第 
７条第 
８号に 
掲げる 
施設  

  
トンネルの上また 
は高架の道路の路 
面下（当該路面下 
の地下を除く。） 
に設けるもの   

 
  
Ａに０．０１７を乗じて 
得た額  

  
上空に設けるもの  

  
Ａに０．０２４を乗じて 
得た額     

地下（ 
トンネ 
ルの上 
の地下 
を除く。） 
に設け 
るもの   

  
階数が１ 
のもの   

  
Ａに０．００５を乗じて 
得た額  

  
階数が２ 
のもの   

  
Ａに０．００８を乗じて 
得た額  

  
階数が３ 
以上のも 
の   

  
Ａに０．０１を乗じて得 
た額  

 
」 

に， 

  
Ａに０．０１６を乗じて 
得た額     
Ａに０．０１１を乗じて 
得た額     
Ａに０．０２を乗じて得 
た額             
Ａに０．０１１を乗じて 
得た額        
Ａに０．０１６を乗じて 
得た額         
Ａに０．０２を乗じて得 
た額   

 
」 

  
Ａに０．０１７を乗じて 
得た額     
Ａに０．０１２を乗じて 
得た額     
Ａに０．０２４を乗じて 
得た額             
Ａに０．０１２を乗じて 
得た額        
Ａに０．０１７を乗じて 
得た額         
Ａに０．０２４を乗じて 
得た額   

 
」 

を に， 

  
トンネルの上また 
は自動車専用道路 
（高架のものに限 
る。）の路面下に 
設けるもの   

 
      
Ａに０．０１６を乗じて 
得た額  

  
上空に設けるもの  

  
Ａに０．０２を乗じて得 
た額   

 

を 

」 



 

「  

 

 

 

 

 

同表備考第７項中「１平方メートルもしくは１メートル」を「０．０１  

平方メートルもしくは０．０１メートル」に，「１平方メートルまたは 

１メートルとして」を「その全面積もしくは全長またはその端数の面積  

もしくは長さを切り捨てて」に改める。  

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 道路占用料の額を改定し，および占用面積等の計算方法を改めるため  

  
トンネルの上また 
は自動車専用道路 
（高架のものに限 
る。）の路面下に 
設けるもの   

 
      
Ａに０．０１７を乗じて 
得た額  

  
上空に設けるもの  

  
Ａに０．０２４を乗じて 
得た額   

 
」 

に改め， 


